
児童手当拡充 フローチャート

ご家庭の状況によって提出書類などが異なります。このフローチャートでご確認のうえ、必要な請求書を
提出してください。請求者は、原則として父母のうち所得が高い方（家計の主宰者）です。

「簡易な認定請求書」（本紙右側）の
①のみを記入し、提出してください。

「認定請求書」を
提出してください。

はい

いいえ

・新規に申請が必要なため、名古屋市
公式ウェブサイトから「認定請求書」
をダウンロードし、提出してください。

いいえ

スタート

令和6年6月1日時点から、
子どもの養育状況等に変化がない。

・１８歳年度末を経過した後２２歳年度末までの子どもがいる
方は、別途「監護相当・生計費の負担についての確認書」の
提出が必要です。名古屋市公式ウェブサイトからダウンロー
ドし、提出してください。

はい

はい出生等により、養育する
子どもが増えた。

いいえ

養育している子どもの中に、中学校卒業後
から２２歳年度末までの子どもがいる。

「簡易な認定請求書」（本紙右側）の
①と②を記入し、提出してください。


